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は　じ　め　に

　本稿₁︶ の目的は，ニュージーランドにおける銀行制度と銀行活動の特徴

を概括し，現代における多国籍銀行あるいはグローバル金融機関研究のた

めのひとつの事例として位置づけることである。ニュージーランドは，歴

史的に外国銀行が国民経済における金融取引の主体となってきた国である。

現代においてもその活動の主体は，後に詳しくみるように，オーストラリ

アやイギリスなど大半外国銀行系の銀行となっている。

　新興国，あるいは途上国においては，過去の植民地関係などの経緯から，

宗主国であった銀行が現代でもその国で大きな活動基盤を持っている例は

多い。また，その国の急速な経済発展が見込まれる場合は，世界の主要な
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グローバル金融機関がこぞって進出し，激烈な競争の舞台となることもし

ばしばある。しかしながら，ニュージーランドは小国経済ではあるが，オ

セアニアを代表する先進国の一つであり，しかもニュージーランドの自国

銀行のパフォーマンスがきわめて小さいという特異な特徴を持つ国といえ

る。

　以下，本稿は次のような構成となっている。まずⅠでニュージーランド

の銀行制度と銀行活動の実態をおさえる。次にⅡで，ニュージーランドに

おける銀行活動の歴史をたどりながら，現状の競争構造をみる。Ⅲでは，

多国籍銀行の理論を踏まえながら，ニュージーランドで活動する銀行の特

徴を BIS統計を見ながら整理する。Ⅳでは，ニュージーランド銀行の世界

金融危機による影響について述べる。最後にⅤとして，ニュージーランド

における銀行業の課題を指摘する。

Ⅰ　ニュージーランドの銀行制度と特徴

　まず，ニュージーランドの金融構造および銀行制度の特徴について述べ

ておこう。ニュージーランド金融機関には以下にみる登録銀行はじめ，ノ

ンバンク預金取扱機関である住宅金融組合，信用組合，その他の金融会社

や，保険会社等があるが，金融資産の約 ₈割が銀行保有である。このこと

から特徴の第一として，金融システムの中での銀行の役割がきわめて大き

いことがあげられる。銀行業務も 預金・貸出を基本とする伝統的商業銀行

業がメインで，いわゆる間接金融体制が定着していると言える。いいかえ

れば，世界の潮流である証券化，手数料業務重視，オフバランス化からは

距離を置いており，このため後にみるように，リーマンショックを引き金

とする世界金融危機の影響も欧米ほど大きくはなかったと考えられる。

　特徴の第二として，ニュージーランドで活動する銀行は，その形態を問

わず，中央銀行であるニュージーランド準備銀行 Reserve Bank of New 

Zealandのもとに登録が義務化され，中央銀行による管理下に置かれてい

る。₂₀₁₃年で登録銀行は₂₃行ある。うち，ニュージーランドの銀行および
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海外銀行の現地法人が₁₃行，海外銀行の支店として₁₀行が登録銀行となっ

ている（図表 1および図表 2）。

　この登録制度は，₁₉₈₉年に定められた準備銀行法 The Reserve Bank Act 

₁₉₈₉に基づくが，この法律は同時に中央銀行の役割を，価格安定および金

融システム維持と定めた。ただし，預金保険制度やセーフティネットは設

けられていない₂︶。中央銀行の目的は，金融システムの健全な維持であり，

個別の銀行や預金者の保護ではないというのが明確にされている。

　第三の特徴としてあげられるのは，現在ニュージーランドで活動する ₄

大銀行がすべてオーストラリア系の現地銀行であるということである。す

なわち，ANZ National Bank，Bank of New Zealand，Westpac New Zealand，

ASB Bankの ₄行で，銀行資産の₈₆. ₇％のシェアを占めている（₂₀₁₃年 ₆

月）。各銀行のシェアは，ANZ National Bankが₃₁. ₉％，Bank of New Zealand

 ₂） サブプライム問題の発生後，₂₀₀₈年に個人預金を全額保護する預金保険制度が
一時的に設けられた。延長措置も含めた ₄年後の₂₀₁₁年には同制度は終了した。

図表 1　ニュージーランドの登録銀行（現地法人）

銀　　行　　名 親銀行（親会社） 親銀行国籍

ANZ National Bank Australia and New Zealand Bank-
ing Group

Australia

Bank of New Zealand National Australia Bank Australia
Westpac New Zealand Westpac Banking Corporation Australia
ASB Bank Commonwealth Bank of Australia Australia
Kiwibank New Zealand Post New Zealand
Rabobank New Zealand Rabobank Nederland Netherlands
TSB Bank TSB Community Trust New Zealand
Southland Building Society Southland Building Society New Zealand
The Co-operative Bank The Co-operative Bank New Zealand
Bank of Baroda（New Zealand） Bank of Baroda India
Heartland Bank Heartland New Zealand Limited New Zealand
Industrial and Commercial Bank 
of China（NZ）

Industrial and Commercial Bank 
of China

China

Bank of India（New Zealand） Bank of India India

出所：Reserve Bank of New Zealand, Home Pageより作成
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が₁₈. ₁％，Westpac New Zealand が₁₉. ₂％，ASB Bankが₁₇. ₅％となってい

る。

　図表 3は現地法人および海外銀行支店を含めたニュージーランド全登録

銀行の₂₀₁₃年 ₉ 月の資産および税引き後利益をみた表である。 ₄大銀行と

図表 2　ニュージーランドの登録銀行（海外銀行支店）

銀　　行　　名 親　　銀　　行 親銀行国籍

Australia and New Zealand Bank-
ing Group（B）

Australia and New Zealand Bank-
ing Group

Australia

Westpac Banking Corporation（B） Westpac Banking Corporation Australia
Commonwealth Bank of Australia（B） Commonwealth Bank of Australia Australia
The Hongkong and Shanghai 
Banking（B）

HSBC Holdings UK

Deutsche Bank（B） Deutsche Bank Germany
Rabobank Nederland（B） Rabobank Nederland Netherlands
The Bank of Tokyo-Mitsubishi（B） Mitsubishi UFJ Financial Group Japan
Citibank, N.A.（B） Citigroup USA
JPMorgan Chase Bank, N.A.（B） JPMorgan Chase & Co. USA
Kookmin Bank（B） Kookmin Bank South Korea

出所：Reserve Bank of New Zealand, Home Pageより作成，（B）は支店を表す

図表 3　ニュージーランド登録銀行の資産と税引き後利益（2013年 9月）
現地法人 （₁₀₀万 NZドル）
ANZ Bank 
NZ Ltd.

ASB Baroda BNZ
Bank 
of India

Co-op 
Bank

Heart-
land

Kiwi
Rabo 
NZ

SBS TSB
Westpac 
NZ Ltd.

ICBC

資　　産 ₁₂₀, ₄₃₈ ₆₆, ₇₅₇ ₆₉ ₇₅, ₃₁₀ ₆₇ ₁, ₅₆₀ ₂, ₄₀₉ ₁₅, ₆₆₄ ₉, ₅₇₆ ₂, ₈₁₃ ₅, ₅₆₀ ₇₀, ₅₁₂ NA

税引後利益
（₁₂ヶ月） ₁, ₃₇₄ ₇₃₂ ₁ ₆₉₅ ₀ ₅ － ₉₃ ₈₁ ₁₁ ₄₈ ₇₁₁

海外銀行支店 （₁₀₀万 NZドル）

ANZ Group CBA Citibank
Deutsche 
Bank

HSBC JPMorgan Kookmin MUFG Rabobank Westpac

資　　産 ₁₂₉, ₈₄₇ ₇₁, ₇₇₄ ₂, ₃₃₈ ₂, ₄₃₆ ₄, ₉₂₂ ₁, ₁₆₉ ₄₄₆ ₃, ₁₅₁ ₁₁, ₇₄₀ ₇₇, ₅₅₉

税引後利益
（₁₂ヶ月） ₁, ₃₇₂ ₇₂₇ ₁₆ ₈ ₄₆ －₁ ₆ －₁₂ ₁₅₅ ₈₅₂

出所：Reserve Bank of New Zealand, Home Pageより作成



川本：ニュージーランドにおける多国籍銀行の展開

─　　─203

も，現地法人として，さらに支店形態としても，資産規模に応じて利益を

着実に上げている。

　ニュージーランドのオリジナルの銀行である Kiwibankあるいは TSBな

どの銀行もわずかながらの資産シェアを保つようになっているが，かつて

は外資系銀行のシェアが₉₀％を超えることもしばしばであった。こうした

ニュージーランドにおける外国銀行のプレゼンスの大きさは，銀行のグ

ローバル活動ないし多国籍銀行の活動分析にとって興味深い論点を提供し

ていると思われる。

Ⅱ　ニュージーランドにおける銀行活動の歴史と現状

　ここではまず，ニュージーランドの銀行の歴史に触れておく。ニュー

ジーランドの銀行活動は，₁₈₄₀年にウェリントン郊外のパトゥーニに設立

された最初の商業銀行 Union Bank of Australiaにさかのぼる。これはイギ

リスのロンドンに₁₈₃₇年に設立された海外銀行で，オーストラリアに多く

の支店を有する銀行である₃︶。また₁₈₄₆年にはウェリントンに最初の貯蓄

銀行（savings bank）が設立され，その後多くの地域に，地域コミュニティ

トラストによって貯蓄銀行が相次いで設立された。

　₁₈₆₀年代にはゴールドラッシュがあり，ニュージーランドでBank of New 

Zealand（₁₈₆₁年），Bank of New South Wales（₁₈₆₄年），Bank of Australasia

（₁₈₆₄年），National Bank of New Zealand（₁₈₇₃年）が相次いで設立される。

さらに₁₈₆₇年には Post Office Savings Bankも設立されている。これらの銀

行は銀行券を発行し，海外取引も行っていた。₁₉₁₂年になると，Commercial 

Bank of Australiaが営業を始めた₄︶。

　₁₉₈₀年代の半ばに金融制度が大きく緩和され，銀行間の競争が激化する

とともに，銀行統合と海外銀行の進出がさらに活発になった。₁₉₈₉年の準

備銀行法により登録銀行制度が敷かれる一方で，銀行のほとんどは海外銀

 ₃） イギリス海外銀行については，川本（₁₉₉₅），Jones（₁₉₉₃）等を参照。
 ₄） Peat, Marwick, Mitchell & Co.（₁₉₈₆）, p. ₁₇.
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行に吸収され，ニュージーランドの銀行資産の海外銀行保有割合が₁₉₉₀年

代半ばに₉₉％となったこともあった。そうした中で，純粋のニュージーラ

ンド国籍であるキウィ銀行 Kiwibankが設立された。本稿では Kiwibankに

ついてはほとんど触れることができないが₅︶，Kiwibankの誕生および成長

も以下にみるニュージーランドにおける外国銀行の進出と大いに関わりを

持っている。

　さて，前節で述べたように，現在ニュージーランドの銀行は外資系 ₄大

銀行に集約されているが，このニュージーランドの ₄大銀行について，簡

単に沿革を追ってみよう。

　まず，ANZ National Bankである。親銀行はオーストラリアの Australia 

and New Zealand Banking Groupであり，日本にも，東京，大阪に支店が

ある。₁₈₃₅年，Bank of Australasiaとしてイギリスで設立された。₁₉₅₁年

に Union Bank of Australiaを合併して Australia and New Zealand Banking 

の名称になり，さらに₁₉₇₀年には，English, Scottish and Australian Bank 

を合併した。ニュージーランドにおいては，₂₀₀₃年にそれまでニュージー

ランドの ₅ 大銀行の一角を占めていた The National Bank of New Zealand

（もともとイギリスの Lloyds TSBグループで，個人，農業，中小企業をメ

インの取引相手としてきた）を買収する。この銀行は₁₈₇₂年に設立され，

₁₈₇₃年には発券特権も有していた。この合併により，ニュージーランドの

主要銀行がすべてオーストラリア銀行の傘下に入った。

　次に Bank of New Zealandである。親銀行は National Australia Bankで，

₁₈₆₁年₁₂月にニュージーランドのオークランドにて開業し，初支店はダ

ニーデンに設立された。₁₉₄₅年には，政府が株式の保有を増加させ，国有

の商業銀行となった。しかし₁₉₈₇年，Bank of New Zealandは世界的な株

式市場の暴落などにより経営危機に陥り，₁₉₈₉年には ₆億₄₈₀₀万 NZドル

の損失を出した。このためニュージーランド政府が公的資金を投入して救

 ₅） 近年の Kiwibankの実績と活動について，家森（₂₀₁₃）がある。
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済を施したが，₁₉₉₂年，現在の親銀行 National Australia Bank groupに買

収された。

　Westpac New Zealandの親銀行は，Westpac Banking Corporationである。

₁₈₁₇年，Bank of New South Walesとしてオーストラリアのシドニーに設

立され，₁₈₆₁年にニュージーランドに進出した。一方，後に統合される

Commercial Bank of Australia は，₁₉₁₂年にニュージーランドに₁₉支店を有

した。そして，₁₉₈₂年に Bank of New South Wales が Commercial Bank of 

Australiaを併合してWestpac Banking Corporationとなった。₁₉₉₅年には

オーストラリアでChallenge Bankを併合し，₁₉₉₆年にはニュージーランド

で Trust Bankを併合するなどさらに合併を進めた。₂₀₀₀年代に入ってから

も，金融会社等を積極的に併合し，さらに多角化を推進している。

　最後に ASB Bankである。親銀行は Commonwealth Bank of Australia

（CBA）で，₁₈₄₇年 Auckland Savings Bankとして設立された。親銀行の 

CBAは₁₉₁₁年に設立され，戦前から戦後にかけてオーストラリアの中央銀

行機能を付与されていた（₁₉₆₀年まで）。₁₉₉₀年に民営化され，₁₉₈₉年に

ASBの₇₅％の株を取得した後，₂₀₀₀年には同行株の₁₀₀％を取得した。こ

れにより本来ニュージーランドの銀行であった ASBは，オーストラリアの

銀行に転換することとなった。

　 ₄大銀行以外にニュージーランドの自前の銀行として存在するのが前述

した Kiwibankである。₂₀₀₂年 ₃ 月，労働党政権のもとで NZ政府保有の

ニュージーランドポストの₁₀₀％子会社としてオークランドでオープンした。

日本の政府系金融機関と全く異なり，競争原理，市場原理，利潤最大化を

追求している。そして，設立 ₃年以内で黒字をめざすという目標を容易に

クリアーした。独自の金利や手数料を設定することから，オーストラリア

系銀行に対する手数料，貸し出し条件等のブレーキともなった。

　最後にオーストラリアにおける親銀行の資産規模をみておこう。オース

トラリアの ₄ 大銀行を含む ₆ 行の資産規模は図表 4の通りである。The 

Bankerによると，₂₀₁₂年の最大資産規模のNational Australia Bankは₇, ₉₃₇
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億 USドルで，世界順位では₃₁位となっている。ちなみに₂₀₁₂年の資産規

模が世界最大の銀行は中国の中国工商銀行（ICBC）で，₂兆₇, ₈₉₀億USド

ルである。

　いずれにしてもニュージーランドで活動する銀行は，海外銀行でありな

がらニュージーランドで古い歴史を有する銀行である。このことからも次

に述べるように，業務内容として多国籍銀行によるリテール業務展開とい

う側面が強く出ている。

Ⅲ　多国籍銀行の理論とニュージーランド銀行

　海外に拠点を積極的に設けて，国際的な金融業務を遂行する多国籍銀行

（multinational bank，transnational bank）活動に関しては，Grubel（₁₉₇₇）

の ₃つの分類がよく知られている。すなわち，₁）多国籍リテール業，₂）

多国籍金融サービス業， ₃）多国籍ホールセール業であり， ₂）は進出企

業への金融サービスを提供することを目的とする follower説， ₃）は大規

模な国際資金取引を展開するユーロ・バンキングの例として知られてきた。

そして ₁）は，主として多国籍銀行による進出国での個人や企業相手の商

業銀行業務であるが，進出当初は現地銀行との競争のため，かなりの困難

図表 4　オーストラリア銀行資産規模ランキング（2012年）

ランク 銀　　　　　行 資　産　額
（₁₀₀万USドル）

税引き前利益
（₁₀₀万USドル）

₁ National Australia Bank ₇₉₃, ₇₆₆ ₆, ₄₀₇
₂ Commonwealth Bank Group ₇₄₇, ₁₀₂ ₁₀, ₃₆₅
₃ Westpac Banking Corporation ₇₀₂, ₀₉₉ ₉, ₂₁₈
₄ ANZ Banking Group ₆₆₇, ₉₄₁ ₈, ₃₁₅
₅ Macquarie Group ₁₅₆, ₈₉₇ ₁, ₄₆₂
₆ Suncorp Metway  ₆₄, ₇₅₂ ₃₄

出所：The Banker, July ₂₀₁₃
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を伴うという見方が一般的であった₆︶。

　近年，多国籍銀行はグローバル銀行（global bank）とも称され，その活

動形態について伝統的な国際銀行業（international banking）と比較されるこ

とが多い。たとえばMcCauley, R. N., J. S. Ruud and P. D. Wooldridge（₂₀₀₂）

では，アメリカに本店のある銀行が日本の借り手に貸し付けを行うという

例をあげて，国際銀行業とグローバル銀行業を図表 5のように ₅つのタイ

プに整理している。

　Ⅰはアメリカの居住者がアメリカ銀行の本店に預金し，これを日本の居

住者に直接貸し付けるタイプである。またⅡは，アメリカ銀行本店の預金

をいったん日本の銀行子会社に移し，これをもとに日本の居住者に貸し付

けるタイプである。たいていの国際銀行業はこのⅠまたはⅡのタイプであ

る。Ⅲは日本の預金者がアメリカの銀行本店に預金し，それを日本の借り

手に貸し付けるという循環型であるがやはり国際銀行業のタイプである。

これに対して，Ⅳはアメリカ銀行の日本子会社が日本から預金を受け入れ ,

また日本の借り手に貸し付けるものでグローバル銀行の典型である。ここ

 ₆） Grubelの見解も含め，多国籍銀行の理論については，川本（₁₉₉₅），川本
（₂₀₀₆）および川本（₂₀₀₈）を参照。

図表 5　グローバル銀行業の形態

銀行業のタイプ アメリカの居住者 ク ロ ス
ボーダー 日本の居住者

Ⅰ　国際銀行業 預金者　預金→本店 貸付→ 　　　　　　 → 　　借り手

Ⅱ　国際銀行業 預金者　預金→本店 預金→ 銀行子会社　貸付→　借り手

Ⅲ　国際銀行業 　　　　　　　本店 ←預金
貸付→

　　　　　　 ← 　　預金者
　　　　　　 → 　　借り手

Ⅳ　グローバル
　　銀行業 銀行子会社←預金　　預金者　　　　　　貸付→　借り手

Ⅴ　グローバル
　　銀行業 預金者　→ 預金→ 銀行子会社　貸付→　借り手

出所：McCauley, R. N., J. S. Ruud and P. D. Wooldridge（₂₀₀₂）, p.₄₂
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ではアメリカの銀行子会社が日本の居住者を相手に預金，貸付を行ってお

り，取引通貨も国内通貨である円であることが一般的である。これが次に

見るように，外国銀行（多国籍銀行）子会社による現地通貨建て現地債権

として BISが外国債権の一つとして分類しているものである。Ⅴは，日本

の銀行子会社がアメリカから調達する資金が，本店からではなくアメリカ

の居住者から行われたものであり，この活動の形態も銀行の本店から海外

子会社へのクロスボーダー資金取引ではなく，銀行子会社の独自の活動結

果であることから，グローバル銀行業として位置づけられる。

　さらに，McCauley, R., P. McGuire and G. von Peter（₂₀₁₀）は，グロー

バル・バンキングとして，多国籍銀行（multinational bank）モデルと国際

銀行（international bank）モデルの二つを比較提示している。すなわち，

多国籍銀行モデルは海外に子会社を設立し，現地で借り入れ，究極的には

現地通貨でビジネスを展開する銀行である。一方，国際銀行モデルは，通

常，国境を越えたクロスボーダー取引を展開する銀行で，資金を主要拠点

に集め，それらを分散する機能を果たしている。

　そして，BISが集計する外国債権および債務の構成を調べながら，各国

の銀行が，多国籍銀行モデルに近い活動をしているか，国際銀行モデルに

近い活動をしているかを分類している。よく知られているように，BISは

国際銀行統計において，銀行が保有する国内債権および対外債権のタイプ

を図表 6のように分類している。

　外国債権（foreign claims，表の A＋B＋C）は，BIS報告銀行による非居

図表 6　BIS 報告銀行の債権のタイプ

外国債権 foreign claims

A　クロスボーダー債権 B　外貨建て現地債権
C　 海外における銀行子会社等
の現地通貨建て現地債権
local claims

国際債権 international claims
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住者債権である。そのうち，その国の報告銀行が保有するクロスボーダー

取引によるクロスボーダー債権（A）と，報告銀行の外国通貨建て現地債

権（B）を合計したものが，国際債権（international claims）である。そし

て国際債権と区別されて，海外の銀行子会社等が保有する現地通貨建て現

地債権（local claims，表の C）が計上されている₇︶。

　この分類をベースに多国籍銀行業務を位置づけると，国際債権が，クロ

スボーダー取引を中心とする伝統的国際銀行業の活動によるものであり，C

の外国銀行子会社の現地通貨建て現地債権が，多国籍銀行ないしグローバ

ル銀行によるホスト国での現地（ローカル）業務であり，多国籍リテール

業とも言える。換言すれば，国際活動を展開する銀行の銀行債権からみる

と，国際銀行業と対比したグローバル銀行業を示す最も重要な指標が，銀

行現地子会社によって現地で貸し付けられた現地通貨建て現地債権（ロー

カル外国債権）の，外国債権総額に占める比率であると言うことができる。

　McCauley, R., P. McGuire and G. von Peter（₂₀₁₀）は，主要国の多国籍

銀行活動の内実を見るため，外国債権を銀行の活動拠点に応じてさらに細

分化している。すなわち，報告銀行の保有する外国債権のうち，国際債権

の大きさと現地通貨建て現地債権の大きさを見比べ，主要国銀行の海外活

動モデルを描出する。たとえば，スペインの銀行は外国債権債務の約₆₀％

が現地業務である。逆に，日本の銀行は外国債権の約₈₀％が海外へのクロ

スボーダー取引である。ここから，彼らは，アメリカ，スペイン，スイス

等の銀行は多国籍銀行モデルであり，ドイツ，日本，フランス等の銀行は

国際銀行モデルであると分類している₈︶。

　近年の多国籍銀行は，グリーンフィールド投資よりも，すでに現地の顧

客との関係を形成し現地の情報を熟知している金融機関を，クロスボー

ダー買収することが多い。これにより多国籍銀行は，ホスト国における現

 ₇） BISの国際銀行統計については，たとえば BIS（₂₀₁₃）の解説を参照。
 ₈） McCauley, R., P. McGuire and G. von Peter（₂₀₁₀）, pp. ₂₈–₃₀.
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地業務の不利を克服し，かつ参入が困難とみられてきた現地リテール業を

確保することで，現地銀行に対して優位性のある経営ノウハウや経営資源

を生かしながら，現地銀行との競争に打ち勝とうとしている。これが多国

籍銀行による海外リテール業展開の理由の一つである₉︶。今みた現地通貨

建て現地債権は，多国籍銀行がホスト国で多国籍リテール業を展開してい

る度合いを示すものであり，多国籍銀行の「現地化＝ローカル化」を象徴

するものと言える。銀行の取引においても，クロスボーダー債権に比して

親銀行や本国の影響を受けにくく，進出国の金融市場の安定をもたらすよ

う機能するといえる₁₀︶。

　それでは，これまでみてきたように，ニュージーランドにおいて圧倒的

なパフォーマンスを占めるのがオーストラリアの銀行であるが，その多国

籍銀行活動の内容はどのようなものであろうか。

　まず先に見た外国債権について，ニュージーランドに対する外国債権と

してどこの国籍の銀行が保有しているかをみたのが，図表 7である。

　外国債権もオーストラリアの銀行が約 ₉割とほとんどを占めており，欧

米や日本の銀行はわずかの構成比である。ここからもニュージーランドに

おいては，オーストラリアの銀行が大きな役割を果たしていることが明ら

かである。

　また図表 8は，オーストラリア銀行が保有する外国債権の相手国である。

オーストラリア銀行の外国債権は総額で₇, ₄₃₈億 USドルあるが，このうち

ニュージーランドに対しては₄₀. ₁％と，多国籍銀行の活動拠点であるイギ

リスやアメリカを大きく引き離している。

　それではこうしたオーストラリアの銀行はどのような銀行業務をニュー

ジーランドで展開しているのであろうか。図表 9は，BIS報告銀行がニュー

 ₉） エマージング市場における多国籍リテール業に注目した論稿として，伊鹿倉
（₂₀₁₂），バニンコバ（₂₀₁₂），山口（₂₀₁₂）の各論稿を参照。

₁₀） 多国籍銀行の保有する現地通貨建て現地債権については，川本（₂₀₀₈）でその
意義について触れた。
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ジーランドを含む各国に関して持つ債権のうち，おもな先進国および中東，

中南米の一部の諸国における外国債権，国際債権，現地通貨建て現地債権

の額をまとめたものである。

図表 7　 ニュージーランドにおける国別外国銀行の外国債権
保有額（2014年 3月）

 （単位：₁₀₀万 US ドル）

銀行国籍 外国債権額 構成比（％）

オーストラリア ₂₉₈, ₁₇₅ ₈₉. ₈
オ ラ ン ダ ₉, ₅₈₁ ₂. ₉
日 本 ₇, ₇₃₀ ₂. ₃
ア メ リ カ ₆, ₄₃₄ ₁. ₉
イ ギ リ ス ₄, ₈₇₂ ₁. ₅
ド イ ツ ₂, ₆₃₄ ₀. ₈
フ ラ ン ス ₆₁₀ ₀. ₂
カ ナ ダ ₅₂₇ ₀. ₂

合　　計 ₃₃₂, ₁₅₀ ₁₀₀. ₀

注：合計は表以外の国も含め₂₅カ国の総計である
出所：BIS Quarterly Review, Sep. ₂₀₁₄

図表 8　オーストラリア銀行の外国債権相手国（2014年 3月）

₁₀₀万 USドル ％

ニュージーランド ₂₉₈, ₁₇₅ ₄₀. ₁
ド イ ツ  ₁₄, ₉₄₃ ₂. ₀
オ ラ ン ダ  ₁₀, ₆₇₇ ₁. ₄
イ ギ リ ス ₁₂₄, ₈₂₆ ₁₆. ₈
カ ナ ダ  ₁₄, ₁₀₆ ₁. ₉
日 本  ₁₈, ₀₂₉ ₂. ₄
ア メ リ カ  ₉₃, ₅₅₃ ₁₂. ₆
香 港  ₁₇, ₅₃₅ ₂. ₄
シ ン ガ ポ ー ル  ₂₇, ₈₈₇ ₃. ₇
中 国  ₃₆, ₃₁₈ ₄. ₉
台 湾  ₁₁, ₂₃₃ ₁. ₅
そ の 他  ₇₆, ₄₈₂ ₁₀. ₃

総　　計 ₇₄₃, ₇₆₄ ₁₀₀. ₀

出所：BIS Quarterly Review, Sep. ₂₀₁₄
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　外国債権の総額に占める海外の銀行による現地通貨建て現地債権の比率

をみると，報告銀行がニュージーランドに関して持つ外国債権₃, ₃₄₅億ドル

のうち₈₉. ₇％の₃, ₀₀₀億ドルが現地通貨建て現地債権であり，他の国と比べ

て群を抜いた比率となっている。日本は₃₁. ₄％であり，現地通貨建て債権

額が最大規模のアメリカで₅₈. ₀％となっている。クロスボーダー取引に代

表される国際債権との比率をみると，東欧や南米諸国の多くは₁₀₀％を超え

ていることから現地通貨建て債権の方が国際債権を上回っているが，

ニュージーランドは₈₇₀％と桁違いである。すなわち，ニュージーランドに

おいては海外の銀行による現地通貨建て取引がきわめて大きいこと，多国

籍銀行による活動として現地リテール業務が定着していることが示されて

いる。これにニュージーランドにおける海外銀行が占める資産シェアの大

きさを勘案すると，ニュージーランドにおける銀行業務は，多国籍銀行に

よる現地業務がほとんどであると言うことができる。

　ニュージーランドにおける外国債権に占める現地通貨建て現地債権の比

図表 9　各国におけるグローバル銀行活動の状況
 （₂₀₁₄年 ₃ 月，₁₀₀万 USドル）

受　入　国 ①外国債権 ②国際債権
③ 海外銀行現
地通貨建て
現 地 債 権

③/①
（％）

③/②
（％）

ニュージーランド ₃₃₄, ₅₆₀ ₃₄, ₅₀₉ ₃₀₀, ₀₅₁ 89. 7 869. 5
オーストラリア ₅₅₉, ₇₈₇ ₃₁₈, ₃₈₈ ₂₄₁, ₃₉₉ ₄₃. ₁  ₇₅. ₈
ア メ リ カ ₆, ₂₂₀, ₉₀₁ ₂, ₆₁₀, ₈₂₅ ₃, ₆₁₀, ₀₇₆ ₅₈. ₀ ₁₃₈. ₃
日 本 ₁, ₁₉₈, ₃₅₆ ₈₂₁, ₈₇₂ ₃₇₆, ₄₈₄ ₃₁. ₄  ₄₅. ₈
イ ギ リ ス ₃, ₂₇₁, ₄₃₁ ₂, ₀₇₂, ₇₃₇ ₁, ₁₉₈, ₆₉₄ ₃₆. ₆  ₅₇. ₈
ド イ ツ ₁, ₈₆₃, ₉₄₃ ₁, ₂₃₇, ₂₈₄ ₆₂₆, ₆₅₉ ₃₃. ₆  ₅₀. ₆
チ ェ コ ₂₀₇, ₁₉₁ ₄₆, ₈₄₄ ₁₆₀, ₃₄₇ ₇₇. ₄ ₃₄₂. ₃
ポ ー ラ ン ド ₃₃₂, ₉₉₆ ₁₃₉, ₈₂₈ ₁₉₃, ₁₆₈ ₅₈. ₀ ₁₃₈. ₁
ハ ン ガ リ ー ₁₀₂, ₀₃₀ ₅₉, ₇₆₄ ₄₂, ₂₆₆ ₄₁. ₄  ₇₀. ₇
ブ ラ ジ ル ₄₉₁, ₃₁₇ ₂₃₁, ₆₇₄ ₂₅₉, ₆₄₃ ₅₂. ₈ ₁₁₂. ₁
チ リ ₁₃₅, ₂₆₅ ₄₉, ₇₀₁ ₈₅, ₅₆₄ ₆₃. ₃ ₁₇₂. ₂
メ キ シ コ ₄₀₇, ₉₀₆ ₁₂₈, ₆₉₉ ₂₇₉, ₂₀₇ ₆₈. ₄ ₂₁₆. ₉

出所：BIS Quarterly Review, Sep. ₂₀₁₄
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率の高さは以前からみられるが，図表10に示されるように₂₀₀₀年代を見て

も漸増していることが伺える。

　さて，以上のように，ニュージーランドにおいては，オーストラリア銀

行を主体として活発な多国籍銀行活動が展開されている。こうしたニュー

ジーランドにおける多国籍銀行＝外国銀行の影響について，そのパフォー

マンスを本格的にモデル検証した最初とも言える業績は，To and Tripe

（₂₀₀₂）である。彼らは，そこでニュージーランドにおける銀行規模と収益

性とは正の相関関係があることを論証した。

　また，Hull（₂₀₀₂）は，ニュージーランドにおける外国銀行のシェアの

高さは，ニュージーランドの銀行業の効率性を増し，ニュージーランドに

良質で安価な国際金融市場へのアクセスを提供すると指摘した。そして，

途上国では外国銀行の存在は金融システムに安定的な役割を果たすことが

多いが，ニュージーランドでもそうであり，外国銀行の所有多様化が進め

ばさらにメリットは大きくなると述べている。

　近年でもTripe（₂₀₀₉）が，オーストラリア銀行の格付けの高さはニュー
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図表10　ニュージーランドにおける外国債権の構成

出所：BIS統計より筆者作成
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ジーランドにとって大きなメリットがあり，ニュージーランドはオースト

ラリア銀行の強さに援護されていると指摘している。

　おおむね，オーストラリア銀行の良好なパフォーマンスが，ニュージー

ランドにおける金融活動に対しても良い影響を与えているという見解が多

い。

Ⅳ　ニュージーランド銀行の世界金融危機による影響

　一方で，これまでみてきたようなニュージーランドにおける外国銀行，

とりわけオーストラリア系銀行の，ニュージーランド金融システムや金融

市場におけるシェアの高さに対する懸念は，折に触れ議論されてきた。そ

して，いったん金融危機が発生した場合は，きわめて脆弱な構造になって

いるのではないかと言われてきた。

　しかしながら，₂₀₀₇年に勃発したサブプライム問題，₂₀₀₈年のリーマン

ショックによる世界金融危機に関して，ニュージーランドはアメリカや

ヨーロッパの金融機関のような大きな影響はうけなかった。その理由とし

て，アメリカのサブプライムモーゲージ，CDO（債務担保証券）などの金

融資産としての保有が少なかったことがあげられる₁₁︶。すなわち，ニュー

ジーランドの銀行取引はオンバランスが多く，また証券化商品は少なかっ

た。また，ニュージーランド準備銀行による流動性供給，銀行の資金調達

に関する政府保証，親銀行であるオーストラリア ₄大銀行の継続的支援な

どの効果もあげられる₁₂︶。

　ニュージーランドの経済を見ると，図表11のようにリーマンショック後

はやはり名目 GDPも落ち込んでおり，それより以前から信用拡大のペー

スも落ちてきていた。しかし，₂₀₁₀年頃から名目GDP増加率も回復し，信

用も住宅市場にリードされる形で拡大傾向にある。

　また，サブプライム危機により急降下した銀行の ROA（総資産利益率）

₁₁） Brooks, R. and R. Cubero（₂₀₀₉）, p. ₄.
₁₂） Hunt（₂₀₀₉）, pp. ₂₆-₂₇.
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年

図表11　ニュージーランドの名目 GDPと信用の増加率（年変化率）

図表12　ニュージーランド銀行の収益（ROA）

出所： Reserve Bank of New Zealand, Financial Stability Report, May 
₂₀₁₃

出所： Reserve Bank of New Zealand, Financial Stability Report, 
November ₂₀₁₃

も，図表12に見るように急な回復に向かっている。また図表13をみると，

主要銀行の純金利収入もサブプライム危機直後に減少したものの，その後

名目GDP 信用量

年
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₂₀₁₃年まで大きく増加し，貸出額も順調に増えている。

　ところで，金融危機時の外国銀行の行動を見ると，現地通貨建て現地債

権よりもクロスボーダー債権や外貨建て現地債権が大きく落ちたという実

証研究が，先のMcCauley, R., P. McGuire and G. von Peter（₂₀₁₀）によっ

てなされている₁₃︶。そこから彼らは現地通貨建て債権を増加させている多

国籍銀行モデルは，国際銀行モデルに比べて危機へのレジリエンス（復元

力）があると結論づけている。いずれにしても今般の金融危機の際に資金

の突然の引き上げというリスクが顕現したことから，銀行のローカルポジ

ションがとくに途上国では重要であるという認識が広まり，金融危機後，

銀行のグローバルビジネスモデルが転換したのも事実である₁₄︶。そうした

意味で，ニュージーランドにおける多国籍銀行活動は，リテールの占める

割合が大きく，かつ大きな比率で現地通貨建て現地債権をかかえているこ

とから，ニュージーランドの金融市場に対して安定的な役割をとりあえず

₁₃） 世界金融危機時に親銀行は多国籍銀行子会社の資金力の源泉とはならず，多国
籍銀行子会社は現地の銀行よりも貸出額を大きく低下させたという実証分析もあ
る（Haas, R. and I. V. Lelyveld（₂₀₁₁））。

₁₄） 同様の論点を提示したものとして，奥（₂₀₁₀）がある。

100万NZドル100万NZドル

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 年

純金利収入（左目盛） 貸出額（右目盛）

図表13　ニュージーランド主要銀行の純金利収入と貸出額

出所：PWC, Banking Perspectives,: Major banks analysis, Feb. ₂₀₁₄
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果たしていると言える。

　図表14はニュージーランド ₄大銀行の業務利益に見る金利収入と非金利

収入の内訳である。いずれの銀行も金利収入が大きな比重を占め，伝統的

な商業銀行業務が根付いていることが伺える。さらにこの金利収入の内訳

を見ると，たとえば ANZの金利収入₂₆億 NZドルのうち，個人相手のリ

テールが ₈億 NZドル，小企業も含めた商業取引が₁₂億 NZドルと報告さ

れており，また，ASBの金利収入₁₄億NZドルのうち，リテールが ₈億NZ

ドル，商業・農業が ₃億 NZドルと報告されていることから，銀行の取引

相手も個人や中小企業，農業家まで広がっていることが読み取れる₁₅︶。

ニュージーランドの多国籍銀行活動が，一般的に国内商業銀行にみられる

リテール業中心になっていることが裏付けられる。

₁₅） 各銀行 Annual Reportの財務諸表より。
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図表14　業務利益に占める金利収入（2013年 9月）

注：ASBのみ₂₀₁₃年 ₆ 月。
出所：各銀行の Annual Reportより作成
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Ⅴ　ニュージーランドにおける銀行業の課題―むすびにかえて―

　これまで述べてきたように，ニュージーランドにおける外国銀行は金融

市場に対しておおむね安定的な役割を果たしてきた。だが，ニュージーラ

ンドにおいて活動する主要銀行がすべて外国銀行であるということは，銀

行業務の内容を越えた懸念材料でもある。外国銀行のシェアの大きさにつ

いて以前より問題視していたのは，前の準備銀行総裁アラン・ボラードで

あった。彼はグローバル金融危機後のニュージーランド銀行の良好な経営

指標から一定程度の強さや安定性を認めつつも，ニュージーランドの銀行

システムは外国銀行に依存するひ弱な銀行システムであることに引き続き

注意すべきであると主張している。すなわち，今後同様のグローバル金融

危機が発生すれば，外国への資金流出の可能性があること，そして資金引

き出しがあった場合，金融バッファーが小さく，ニュージーランド銀行は

大きなリスクにさらされていると論じている（Bollard（₂₀₁₁））。これが

ニュージーランドの金融制度の脆弱性として顕現する可能性があることも，

念頭に置いておく必要がある。

　さらに，ニュージーランド銀行の特徴として，家計や農業部門への貸付

が多く，また短期資金調達を基本的にオフショア市場から行っていること

が指摘され，ニュージーランド銀行の弱点とも言われてきた。たとえば，

IMFのワーキングペーパーは，ニュージーランド ₄大銀行の「独自の」リ

スクをつぎのように分析している（Jang and Kataoka, （₂₀₁₃））。一つは家

計部門および農業部門への貸出の不安定性である。とくに住宅価格が高騰

するなかで，家計部門の債務は可処分所得の₁₄₀％を越える額になっている。

また農産物価格の下落も農業部門への貸付の不安定材料となっている。二

つ目は，図表15に見られるように短期の資金調達の多くをオフショア市場

に依存していることである。このためニュージーランドの金融システムは，

グローバル金融市場の影響を受けやすいというリスクを持っている。

ニュージーランドの短期債務はリーマンショック直前に GDPの₇₀％ほど
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あったのが，近年では₅₀％ほどに下落してきているというものの，依然と

して国際金融危機の影響については注意していかねばならないとしている。

　そうした意味で，ニュージーランドにおける多国籍銀行によるリテール

業の意義について一定の評価を認めつつも，個々の銀行におけるリスク管

理がいっそう重要になることはいうまでもない。また，それらはグローバ

ルに進みつつある国際金融規制や監督のあり方と無関係ではない。ニュー

ジーランドで活動するオーストラリア銀行は，金融安定理事会（FSB）が

定めた，金融システムに重要な影響を与えると言われるグローバル金融機

関（global systemically important banks: G-SIBs）には現在含まれていない。

とはいえ，グローバル金融危機後のバーゼル規制をはじめとするマクロプ

ルーデンス政策は，個別の金融機関の経営にとっても大きな影響を及ぼす。

そうした流れの中で，ニュージーランドで生活する個人や企業にとって，

ニュージーランドにおけるオーストラリア系多国籍銀行が経済や生活のイ

ンフラとして持続的に貢献しうるかどうか，まさに真価が問われている。

オフショア市場調達額（左目盛）
調達資金に占める割合（右目盛）

10億NZドル

年

図表15　ニュージーランドのオフショア市場からの資金調達

出所： Reserve Bank of New Zealand, Financial Stability Report, 
November ₂₀₁₃
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